
あらゆるハラスメントの根絶に向けた労使共同メッセージ 

 

◇ 私たち労働金庫業態は、ハラスメントを重大な人権侵害や虐待、

機会均等に対する脅威、かつディーセント・ワークと相容れないもの

として捉え、全国の労働金庫および関係団体で働くすべての役職員

があらゆるハラスメントを受けることなく安心して就労できる、労働金庫

にふさわしい「組織風土」の確立に取り組みます。 

◇ 私たち労働金庫業態は、ILO１９０号「仕事の世界における暴力と

ハラスメントの撤廃に関する条約」を踏まえた「労働金庫業態におけ

るあらゆるハラスメント禁止ガイドライン」を統一指針として定め、役職

員一人ひとりが強い意志を持って、あらゆるハラスメントの根絶を実

現します。 

 ◇ 私たち労働金庫業態は、役職員に加えて会員・取引先や利用

者等の第三者に対するハラスメントを禁止するとともに、第三者から

役職員が受けるハラスメントに対しても毅然とした態度で対応します。 

◇ 私たち労働金庫業態は、ハラスメントに関する相談窓口を設置す

るとともに、労使協議を充実させ、解決に向け迅速かつ適正に対応

します。また、ハラスメント行為者に対し厳正に対処するとともに、相

談者のプライバシーを保護し、相談したことによる不利益な取り扱い

は行いません。 
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